
 

 

 

 今回は市有バスの利用と市会計について説明します。 

細かい内容もありますが、この機会に再度確認をしていきましょう！ 

 

 

 山武市では教育目的の市バスが中型２台、マイクロ２台、計４台配備されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※使用人数は、児童生徒が隣り合わないように両端に１列ずつ乗車した場合の乗車最大人数です。 

人数は目安として、学校で判断してください。 

感染拡大防止のため、可能な限り、十分な距離を保って乗車できるようにご協力お願いします。 

  

 

１ 予約・申請について 

・仮予約は電話で学校教育課に連絡します（仮予約は６か月前から可能） 

・使用日の２週間前までに申請書を提出しますので、早めの申請をお願いします。 

・運行は、１日につき往復250キロメートル以内です。ただし、日産追浜工場は利用できません。 

・市外に運行する場合は、別紙で地図（運行経路及び駐車場）を必ず添付してください。 

※駐車場の確保は学校でお願いします。路駐などはできません。 

・高速道路を利用の時は、運行経路の欄に利用区間を記入してください。 

・予備日や試合に勝った場合のみ使用する等の事項を事務職員にもお知らせください。 

２ 当日の運行について 

・予備日や試合に勝った場合のみ使用する日について、使用の有無が決まった 

段階で、速やかに運転士さんに連絡をお願いします。 

・連日にわたり市バスを使用する場合、必ず担当運転士さんを確認し、使用の 

連絡をお願いします。 

・キャンセルの場合は学校教育課に連絡をします。急きょの場合は市役所出発２時間前までに、 

直接運転手さんの携帯にも連絡してください。 

 

第  ９ ６  号 

令和２年６月   日発行 

山武市学校事務共同実施 

山 武 市 教 育 委 員 会 

市バス利用時の注意 

 

【関連規則】山武市有バス使用に関する規則（平成19年３月26日規則第14号） 

 

運転士さんの連絡先は、 

所属校の事務職員にお尋ね

ください。 

申請書の使用目的欄、余白に 

鉛筆で使用するバスのナンバー

の記入を忘れずに！ 
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学校には、市から様々な形で予算が配当されています。それは体育館の改修や耐震化

工事などの大規模なものから、日々の授業で使うチョークの購入など、多岐にわたりま

す。今回はその中の消耗品費について説明します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

購入の仕方 

消耗品を市会計で購入するには、市の会計処理に対応してくれる業者で購入しないと 

支払い処理ができません。また、年間の予算額はあらかじめ決められています。 

 

事務職員も年間の執行計画を立てていますので、 

必要なものがある場合は必ず購入前に事務職員に相談してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※市会計で購入の際に現金を払う事はありません。 

※業者より日付の入った「見積書・納品書・請求書」を受け取り、学校で事務職員が伝票を作成し、 

管理職の決裁をもらい、市の会計課へ提出すると、数日後に市より業者へお金が振り込まれます。 

    

    

 

必要な物が市会計で買えるかどうかは、 

事務職員におたずねください 

 

消耗品費とは… 

短期間または一定の使用によって消費されるもの、あるいは壊れやすいもの、長

期間の保存に耐えないものをいいます。また山武市では購入単価が１万円以下の備

品も消耗品として扱われます。 

 

業者から 

納品 

事務職員が 

伝票作成＆提出 

市役所から 

業者へ支払
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●給与・旅費の支給日について● 

 

７月１７日(金) 旅費支給日 

７月２１日(火) ７月分の給与 


